
東京都普通交付税 財源超過額の推移

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

道 府 県 分 △994 △1,392 151 1,917 5,105 6,225 6,696 512 △3,830 △3,640 △ 2,841

大 都 市 分 3,017 2,657 4,145 5,479 6,669 7,709 7,606 6,182 3,894 3,913 4,498

合 計 2,023 1,265 4,296 7,395 11,774 13,933 14,302 6,694 64 274 1,657

道 府 県 分 720 496 1,495 2,953 6,065 7,093 7,773 2,649 △2,121 △2,904 △ 2,483

大 都 市 分 4,606 5,740 6,381 7,195 8,227 9,123 8,931 8,238 5,954 4,942 5,015

合 計 5,326 6,236 7,876 10,147 14,292 16,215 16,684 10,887 3,834 2,038 2,531

＊上記はいずれも当初算定における財源超過額。

（単位：億円）

注 東京都財務局資料等から作成
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地方法人特別税・地方法人特別譲与税のイメージ

[基本的仕組み（全国ベース）]
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[都への影響額等]

所得割・収入割の一部を国税化
（2.6兆円）

a人口（1/2）及び従業者数（1/2）を
a基準として都道府県に譲与

創設

現行どおり
都道府県の税収

法人事業税
Ａ

地方法人特別譲与税
Ｂ

増減
Ａ＋Ｂ＝Ｃ

21年度 △2,140 791 △1,349

22年度 △3,601 1,748 △1,853

23年度 △3,616 1,985 △1,631

24年度 △3,715 2,676 △1,039

注1 20年度（初年度）における法人事業税の減収額は△163百万円。

2 23年度は、23補正後予算ベース、24年度は、24当初予算ベース。

3 24年度は、暫定措置による減収額が地方交付税算定上の財源超過額の2分の1を超えたため、

特例的に874億円の譲与額加算措置がなされた。

（単位：億円）



譲与割合

譲与団体

譲与基準

使途

注１ 東京都主税局資料から作成。
２ 地方揮発油譲与税及び旧地方道路特別譲与税の譲与制限の合算額である。
３ 平成22年度までは決算額、23年度、24年度については当初予算の額である。

制限なし
（平成２０年度まで道路費用）

地方揮発油譲与税

地方揮発油税収入額の全額

都道府県・政令指定都市 ５８/１００
市町村 ４２/１００

道路の延長 １/２
道路の面積 １/２

地方揮発油譲与税の譲与制限の概要

地方交付税の不交付団体には譲与制限あり（※）

①前年度交付税算定上の財源超過額の２/１０
②交付団体方式で算定した額の２/３

①、②のうちいずれか少ない方を控除した額を譲与

※地方揮発油譲与税法第２条３項に規定

地方譲与税の譲与制限に伴う都への影響額
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